
優生保護法裁判 最高裁大法廷判決 
報告集会を⾒る会(大阪会場)のお知らせ 
 

2018 年１月からはじまった優生保護法裁判の大きな節目が、７月３日の

最高裁判決です。 

５月 29 日の口頭弁論では、原告が勇気をふりしぼって発言しました。 

優生保護法問題の全面解決にむけて、最高裁の勝訴判決を信じて、みな

さん報告集会にお集まりください！ 

ひとりでも多くの皆さんの視聴をお願いいたします。 
 

７月３日（水）16 時半～18 時半 

会場：大阪府立福祉情報コミュニケーションセンター４階 

 ※参加費無料  途中での入退室自由です。 

問い合わせ先：公益社団法人 大阪聴力障害者協会（長宗） 

FAX：06-6748-0383 TEL:06-6748-0380 

 


